
ご質問への回答（令和7年6月20日までのご質問の一部）

　 ※頂いたご質問については、一部を要約の上、掲載しています

回答

1 各年度の領域別主要タスクをすべて満たす提案を行う必要があるでしょうか。

公募要領P7等で東京都の想定する提案内容を記載しており、必ずしも全てを満たす必要はありません。一

方で、選定にあたっては、公募要領P19等に記載のとおり、「東京都の空飛ぶクルマ実装プロジェクトに示

される将来目指す姿、本プロジェクトの事業スコープ等を踏まえた実証内容（実証エリア、実証時期等）

が具体的に示されているか」等について評価いたします。

2 2026年度の段階で、離着陸場の設置まで想定されているでしょうか。
2026年度に東京都が想定している離着陸場関連領域の実施内容は公募要領P8等に記載のとおりです。な

お、詳細については、公募要領P23に記載のとおり、採択事業者等との協議を経て決定していきます。

3 応募の前に、フィールドの現地見学会等の開催は予定されているでしょうか。
公募要領P5に記載のとおり、東京都が別途調整するフィールドの状況については、応募希望者向けの事前

説明会にてお知らせいたします。

4
国が進める「空の移動革命に向けた官民協議会」の制度設計等の動きを踏まえた内容の提案とは、具体的

にどのような提案でしょうか。
国が策定、検討を進めている制度等を踏まえた提案としてください。

5
初年度である2025年度における社会受容性施策は何を想定しているでしょうか。現段階で、東京都が実施

するイベント等の活用は想定されているでしょうか。

想定している社会受容性施策は、公募要領P8に記載のとおりです。なお、詳細については、公募要領P23

に記載のとおり、採択事業者等との協議を経て決定していきます。東京都のイベント等について空飛ぶク

ルマの活用が確定しているものは現時点ではありません。

6
事業の単位について教えてください（ユースケース単位、コンソーシアム単位等）。良い提案があった場

合、３つ目のコンソーシアム採用の可能性はあるでしょうか。

事業の単位は、コンソーシアム単位で、２コンソーシアムの採択を想定しています。応募件数や応募のあっ

たコンソーシアムの組成状況等により、各コンソーシアムの実施する運航内容を決定していきます。

7
バーティポートの整備について、今後、航空局により「バーティポート整備基準」が策定された場合、基

準に従い整備が必要でしょうか。

プロジェクト期間内に「バーティポート整備基準」が策定された場合は、原則として、基準に従った整備

を想定しています。詳細は、整備基準の内容等を踏まえ、採択事業者等との協議を経て決定していきま

す。なお、公有地については一時利用を想定しています。

8 社会受容性向上施策に記載のイベントとは、具体的にどのようなイベントを想定されているでしょうか。
イベントは東京都が行うイベントや他イベント（次世代モビリティに関するイベント）等を想定していま

す。

9

各年度が終了するまでに成果報告書の提出が求められている一方で、2026年度及び2027年度は、10月頃

に有識者レビューが実施予定となっております。同時期に実施予定の内容を全て完了していることは難し

く、有識者レビューは経過報告という位置づけで良いでしょうか。

有識者レビューは、公募要領P12に記載のとおり、次年度以降の事業の継続実施可否や実装プロジェクトⅡ

期への移行時期、内容の決定等を目的として、有識者による事業評価を実施するものです。事業評価にお

いては検討結果に対する評価に加え、事業計画進捗の確認を行うだけでなく、2025・2026年度における次

年度の実証実験実施方針や2027年度における以降の事業展開方針を確認することを含んでいます。

10 企画提案書等の提出締切日はいつ頃示されるでしょうか。
企画提案書の提出締切日等具体的な応募方法については、公募要領P17 に記載のとおり、8月上旬ごろ公表

予定です。なお、企画提案書の提出締切日は、公募要領P18 に記載のとおり、8月下旬を予定しています。

1

２つのコンソーシアムから構成企業として参加要請があった場合、両コンソーシアムに参画可能でしょう

か。また、両コンソーシアムともに採択された場合、掛け持ちで本事業に参画することは可能でしょう

か。

実施体制は、公募要領P11に記載のとおりです。

2
プロジェクト開始後にコンソーシアムの改組は可能でしょうか。また、意向表明届を提出していない事業

者の参画は可能でしょうか。

公募要領P11に記載のとおり、コンソーシアムの体制は３か年の事業実施において、都と協議のうえ、構成

変更、増減は可能です。なお、応募意向表明届提出の有無は応募資格要件（公募要領P16）になっておりま

せん。
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1 現時点で2027年度以降に機体のTCの取得を予定している場合、応募は可能でしょうか。 応募資格は、公募要領P16に記載のとおりです。

2
応募資格に「バーティポートの整備が可能な者」と記載がありますが、「運営」までの役割はコンソーシ

アム参加者に求めないということでしょうか。

公募要領P16等に記載のとおり、バーティポート運営予定事業者はコンソーシアムに参画している必要があ

ります。バーティポートについては、「バーティポート整備指針」に基づき、整備をお願いします。な

お、公有地については一時利用を想定しています。

3 TC取得を見込まない機体を使用する場合、応募は可能でしょうか。
商用運航にあたり、日本でのTC取得が要件となるか現時点で未定の機体の使用を想定している場合、その

他の応募資格を満たしていれば応募は可能です。

4 米国のFAA Part 103 (Ultralight)に基づいた認証を取得した機体は対象になるでしょうか。
商用運航にあたり、日本でのTC取得が要件となるか現時点で未定の機体の使用を想定している場合、その

他の応募資格を満たしていれば応募は可能です。

5
2027年度に航空運送事業許可（AOC）を取得可能、且つ我が国における型式証明（TC)が取得済みの機体

（取得見込み、取得予定も含む）を確保可能な者とは、どのように判断するのでしょうか。

AOC及びTCの取得見込みは、採択事業者選定において評価の対象となることから、可能な限り、取得予定

時期が確認できる書類を提出してください。（例：申請関係書類、TC等の取得計画が掲載されているプレ

スリリース、想定スケジュール等）

1 2つのユースケースはいずれも都内での実現を想定されているでしょうか。
公募要領P3等に記載のとおり、実装プロジェクトⅠ期については都内におけるユースケースを想定してい

ます。

2

各コンソーシアムにて提案する２つのユースケースの運航を2026年度以降に実施させてもらえるのでしょ

うか。または、各コンソーシアムから提案するユースケースの比較が行われ、どちらか一方が選定される

想定でしょうか。

応募主体は２つのユースケースの実現に向けた提案を行っていただき、最終的には2つのコンソーシアムで

2つのユースケースの実現を目指しています。なお、応募件数や応募のあったコンソーシアムの組成状況等

により、各コンソーシアムの実施する運航内容を決定していきます。

3
各コンソーシアムにて提案する２つのユースケースについて、どちらか一方が選定される場合、判断基準

はあるでしょうか。

応募件数や応募のあったコンソーシアムの組成状況等により、各コンソーシアムの実施する運航内容を決

定していきます。評価基準（案）は公募要領P19のとおりです。

4
想定ユースケース②の離着陸場について、東京都で利用可能エリアの調整や指定をしてもらえるのでしょ

うか。

公募要領P5に記載のとおり、想定ユースケース②の離着陸場については、事業者の提案を踏まえ、東京都

（支援事業者を含む）と事業者とが連携し、関係者（国、自治体、地域等）と調整のうえ、決定すること

としています。

5 想定ユースケース②について、空港における離着陸を前提とされているでしょうか。

公募要領P5に記載のとおり、想定ユースケース②の離着陸場については、事業者の提案を踏まえ、東京都

（支援事業者を含む）と事業者とが連携し、関係者（国、自治体、地域等）と調整のうえ、決定すること

としています。なお、空港内での離着陸に限定するものではありません。

6
離着陸場設置候補地を含めた提案を行うにあたり、提案時点で地権者からの同意を取得している必要があ

るでしょうか。

提案時点で、必ずしも地権者から同意を取得している必要はありません。一方で、公募要領P20に記載のと

おり、採択事業者選定の際に実現可能性等については、評価いたします。

7
提案する２つのユースケースについて、一方のユースケースが割り当てられる場合、コンソーシアム側か

ら希望するユースケースを提示することは可能でしょうか。

応募主体は２つのユースケースの実現に向けた提案を行っていただき、最終的には2つのコンソーシアムで

2つのユースケースの実現を目指しています。２つのユースケースについて、一方のユースケースを割り当

てることは想定していません。
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1 Ⅰ期（官民共同事業）とⅡ期（都支援）の具体的な支援内容の違いを教えてください。

Ⅰ期（官民共同事業）の支援内容は、公募要領P6等に記載のとおりです。Ⅱ期（都支援）の支援内容等に

ついては、公募要領P14に記載のとおり、本事業等を通じて方針を決定する予定です。なお、東京都の将来

の目指す姿やロードマップについては、「東京都空飛ぶクルマ実装プロジェクトVersion1」をHPで公開し

ておりますので、参照ください。

https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/cross-efforts/sorajissou

2 2つのコンソーシアムに対し、東京都や支援事業者はどのような調整を行う想定でしょうか。 東京都や支援事業者における役割は、公募要領P14に記載のとおりです。

3
公有地等の使用にあたり必要となる調整について、東京都や支援事業者からの協力は受けられるでしょう

か。

東京都（支援事業者を含む）と事業者とが連携し、関係者（国、自治体、地域等）と調整を行っていくこ

とを想定しています。

1
特定の事業者が２つのコンソーシアムに参画し、それぞれから施設整備等に係る補助金を受領することは

可能でしょうか。
補助金交付要綱第9条に記載のとおり、対象経費を明確に区分できるものについては、補助対象です。

2 補助対象経費に示された項目は、人件費も含まれているでしょうか。 補助対象経費にかかる人件費も補助対象です。

3 2026年度及び2027年度の補助金の上限額について、規模感を示すことは可能でしょう。 2026年度、2027年度の支援額については、公募要領P6、補助金交付要綱第5条に記載のとおりです。

4 各年度の補助金について、補助率を教えてください。 各年度の補助金については、補助金交付要綱第5条に記載のとおりです。

5
機体をレンタル・リースして用意する場合、機体のレンタル・リース料は補助対象となりますでしょう

か。
レンタル・リースの場合は、補助対象です。
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